
環境月間6月は環境月間です！

ポ
イ
捨
て・
不
法
投
棄
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
！

◆
不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
！

　

決
め
ら
れ
た
処
分
方
法
に
従
わ
ず
、ご
み
や
廃
棄
物

を
路
上
や
空
き
地
、山
林
な
ど
に
捨
て
る「
不
法
投
棄
」。

不
法
投
棄
は
周
囲
の
景
観
を
損
な
う
だ
け
で
な
く
、自

然
環
境
を
破
壊
し
、生
活
環
境
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ

す
た
め
、法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

不
法
投
棄
の
事
例

○
自
転
車
、バ
イ
ク
、自
動
車
な
ど
を
路
上
や
空
き
地

　

な
ど
に
放
置
す
る

○
テ
レ
ビ
、洗
濯
機
・
乾
燥
機
、冷
蔵
庫
、エ
ア
コ
ン
な
ど

　

の
家
電
製
品
を
捨
て
る

○
建
設
廃
材
、農
業
用
廃
材
な
ど
の
産
業
廃
棄
物
を

　

捨
て
る

○
自
動
車
部
品
や
家
電
製
品
な
ど
の
処
理
に
困
っ
た
物

　

を
町
内
の
集
積
所
に
放
置
す
る

※

こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
燃
や
し
た
り
、地
中
に
埋
め
る

　

こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
不
法
投
棄
者
は
懲
役
・
罰
金

　

が
科
せ
ら
れ
ま
す
！

　

不
法
投
棄
を
し
た
人
は
、5
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

１
，０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
科
せ
ら
れ
ま
す
。

◆
土
地
の
所
有
者
・
管
理
者
の

　

皆
さ
ん
へ

　

不
法
投
棄
を
防
止
す
る
た
め
に
、空
き
地
、駐
車
場
、

山
林
な
ど
の
土
地
の
所
有
者
・
管
理
者
の
皆
さ
ん
は
、

次
の
こ
と
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

〇
土
地
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
柵
や
ロ
ー
プ
を
設
置

　

す
る

〇
不
法
投
棄
禁
止
な
ど
の
看
板
を
設
置
す
る

〇
雑
草
が
繁
茂
し
な
い
よ
う
草
刈
り
を
定
期
的
に
実

　

施
す
る

〇
定
期
的
な
見
回
り
を
実
施
す
る

◆
不
法
投
棄
を
発
見
し
た
場
合

　

不
法
投
棄
の
現
場
を
見
か
け
た
人
は
、す
ぐ
に
警
察

や
県
央
保
健
所
、環
境
保
全
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

  

希
少
野
生
動
植
物
種
保
存

  

地
域
に
指
定
さ
れ
ま
し
た

　

業
者
や
愛
好
家
に
よ
る
大
量
捕
獲
・
採
取
か
ら
希
少

な
野
生
動
植
物
を
守
る
た
め
、大
村
市
は
希
少
な
野
生

動
物
・
植
物
の
捕
獲
・
採
取
な
ど
が
禁
止
さ
れ
る
地
域

に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

●
内
容
／
４
月
１
日
か
ら
、大
村
市
を
は
じ
め
東
彼
杵

　

町
・
川
棚
町
で
の
捕
獲
・
採
取
な
ど
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

●
対
象
／
ハマ
ボ
ウ
、ウ
ラ
ギ
ク
、カ
ブ
ト
ガ
ニ
、ハ
ク
セ
ン
シ

　

オ
マ
ネ
キ
、ト
ビ
ハ
ゼ
、シ
オ
ア
メ
ン
ボ
な
ど
29
種
の
野
生
動

　

植
物

※

詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

  

「
長
崎
県
自
然
環
境
課
」で
検
索

■
県
自
然
環
境
課 

☎
０
９
５（
８
９
５
）２
３
８
５

  

第
31
回
空
き
か
ん
回
収

  

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
ま
す

　

６
月
５
日
の「
環
境
の
日
」を
は
じ
め
と
す
る
６
月
は

「
環
境
月
間
」で
す
。県
下
市
町
で
一
斉
に
空
き
か
ん
回
収

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

郷
土
の
環
境
美
化
を
図
る
た
め
、皆
さ
ん
の
参
加
を
お

願
い
し
ま
す
。

○
と
き
／
６
月
12
日
㈰
、午
前
７
時
30
分
〜
８
時
30
分

　
　
　
　
（
各
町
内
で
別
日
に
設
定
し
て
も
構
い
ま
せ
ん
）

○
と
こ
ろ
／

・
馬
場
先
波
止（
馬
場
先
波
止
）

・
森
園
公
園（
森
園
公
園
駐
車
場
）

・
鹿
ノ
島
入
口（
市
漁
協
松
原
支
部
前
）

※

（　

）内
は
集
合
場
所

○
実
施
方
法
／
各
家
庭
や
各
町
内
の
子
ど
も
会
、老
人
会
、

　

老
人
ク
ラ
ブ
、婦
人
会
な
ど
で
、家
の
周
り
や
公
園
、広

　

場
、道
路
な
ど
の
清
掃
を
し
ま
し
ょ
う
。

○
安
全
対
策
／
交
通
量
の
多
い
道
路
、が
け
な
ど
の
危
険

　

な
場
所
は
避
け
ま
し
ょ
う
。ま
た
、マ
ム
シ
、ハ
チ
、ハ
ゼ
の

　

木
な
ど
有
害
な
動
植
物
に
は
充
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

■
環
境
保
全
課（
内
線
１
４
３
）

  

月
に
１
日
、ノ
ー
マ
イ
カ
ー
推

  

進
運
動
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

市
や
大
村
市
地
球
温
暖
化
対
策
協
議
会
は
、毎
月
第

４
週
を「
ノ
ー
マ
イ
カ
ー
推
進
週
間
」と
定
め
、ノ
ー
マ
イ
カ
ー

推
進
運
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。地
球
温
暖
化
防
止
の

た
め
に
も
、マ
イ
カ
ー
を
自
粛
し
通
勤
や
買
い
物
の
際
に
徒

歩
や
自
転
車
、公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
な
ど
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、ノ
ー
マ
イ
カ
ー
推
進
運
動
の
主
旨
に
賛
同
し
ご
協

力
い
た
だ
け
る
各
事
業
所
・
団
体
、個
人
は
、自
主
的
に
実

施
で
き
る
日（
曜
日
）を
定
め
参
加
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
登
録
方
法
／
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

※

登
録
し
て
い
た
だ
い
た
事
業
所
な
ど
は
、市
の
ホ
ー
ム　

　

ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。■

環
境
保
全
課（
内
線
１
４
２
）

  

精
霊
船
の
小
型
化
に
ご
協
力

　
く
だ
さ
い

　

精
霊
船
の
製
作
は
、町
内
会
長
会
連
合
会
と
の
申
し
合

わ
せ
に
よ
り
、次
の
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

○
大
き
さ
／
・
全
長
３
メ
ー
ト
ル
以
下（
み
よ
し
部
分
を
含
む
）

　
・
全
幅
２
メ
ー
ト
ル
以
下

　
・
高
さ
３
メ
ー
ト
ル
以
下（
か
つ
い
だ
と
き
）

※

全
長
が
２
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
は
、警
察
署
へ
道
路

　

使
用
許
可
申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

○
材
料
／
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
の
素
材
は
、で
き
る
限
り
使
用

し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

※

詳
し
く
は
、「
広
報
お
お
む
ら
８
月
号
」で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
環
境
保
全
課（
内
線
１
４
２
）

■
大
村
警
察
署 

☎
54
０
１
１
０

■
県
央
保
健
所 
☎
㉖
３
３
０
５

■
環
境
保
全
課（
内
線
１
４
３
）

  

ご
み
の
野
焼
き
は
法
律
で

　
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　
「
野
焼
き
」は
、「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
」で
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。「
野
焼
き
」に
よ
る
煙

や
に
お
い
は
、周
辺
の
人
々
に
大
変
な
迷
惑
と
な
り
ま
す
の

で
や
め
ま
し
ょ
う
。

■
環
境
保
全
課（
内
線
１
４
３
）

  

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェニ
ル（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）

  

廃
棄
物
を
保
管
さ
れ
て
い
る

  

事
業
者
へ

　

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェニ
ル（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）は
、主
に
電
気
製
品（
高

圧
ト
ラ
ン
ス
、高
圧
コ
ン
デ
ン
サ
、安
定
器
な
ど
）に
使
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、生
体
・
環
境
へ
の
影
響
が
明
ら
か
に
な
り
、

昭
和
47
年
に
製
造
が
中
止
さ
れ
ま
し
た
。Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物

を
処
分
し
な
い
ま
ま
保
管
し
て
い
る
事
業
者
は
、15
年
以
内

（
平
成
28
年
ま
で
）に
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
や
、毎
年
度

６
月
30
日
ま
で
に
、そ
の
保
管
状
況
な
ど
を
届
け
出
る
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　

■
県
廃
棄
物
対
策
課 

☎
０
９
５（
８
９
５
）２
３
７
３

  

台
風
・
豪
雨
な
ど
の
荒
天
時
の

  

ご
み
収
集
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

台
風
・
豪
雨
な
ど
の
荒
天
時
は
、や
む
を
得
ず
収
集
を

中
止
し
た
り
、収
集
が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。『
燃
や

せ
る
ご
み
』や『
資
源
物
・
燃
や
せ
な
い
ご
み
』の
収
集
日
が

荒
天
の
場
合
は
、周
知
が
徹
底
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、な
る
べ
く
次
回
の
収
集
日
に
ご
み
を
出
し
て
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

■
環
境
セ
ン
タ
ー 

☎
54
３
１
０
０
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環境月間6月は環境月間です！

ポ
イ
捨
て・
不
法
投
棄
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
！

◆
不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
！

　

決
め
ら
れ
た
処
分
方
法
に
従
わ
ず
、ご
み
や
廃
棄
物

を
路
上
や
空
き
地
、山
林
な
ど
に
捨
て
る「
不
法
投
棄
」。

不
法
投
棄
は
周
囲
の
景
観
を
損
な
う
だ
け
で
な
く
、自

然
環
境
を
破
壊
し
、生
活
環
境
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ

す
た
め
、法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

不
法
投
棄
の
事
例

○
自
転
車
、バ
イ
ク
、自
動
車
な
ど
を
路
上
や
空
き
地

　

な
ど
に
放
置
す
る

○
テ
レ
ビ
、洗
濯
機
・
乾
燥
機
、冷
蔵
庫
、エ
ア
コ
ン
な
ど

　

の
家
電
製
品
を
捨
て
る

○
建
設
廃
材
、農
業
用
廃
材
な
ど
の
産
業
廃
棄
物
を

　

捨
て
る

○
自
動
車
部
品
や
家
電
製
品
な
ど
の
処
理
に
困
っ
た
物

　

を
町
内
の
集
積
所
に
放
置
す
る

※

こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
燃
や
し
た
り
、地
中
に
埋
め
る

　

こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
不
法
投
棄
者
は
懲
役
・
罰
金

　

が
科
せ
ら
れ
ま
す
！

　

不
法
投
棄
を
し
た
人
は
、5
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

１
，０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
科
せ
ら
れ
ま
す
。

◆
土
地
の
所
有
者
・
管
理
者
の

　

皆
さ
ん
へ

　

不
法
投
棄
を
防
止
す
る
た
め
に
、空
き
地
、駐
車
場
、

山
林
な
ど
の
土
地
の
所
有
者
・
管
理
者
の
皆
さ
ん
は
、

次
の
こ
と
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

〇
土
地
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
柵
や
ロ
ー
プ
を
設
置

　

す
る

〇
不
法
投
棄
禁
止
な
ど
の
看
板
を
設
置
す
る

〇
雑
草
が
繁
茂
し
な
い
よ
う
草
刈
り
を
定
期
的
に
実

　

施
す
る

〇
定
期
的
な
見
回
り
を
実
施
す
る

◆
不
法
投
棄
を
発
見
し
た
場
合

　

不
法
投
棄
の
現
場
を
見
か
け
た
人
は
、す
ぐ
に
警
察

や
県
央
保
健
所
、環
境
保
全
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

  

希
少
野
生
動
植
物
種
保
存

  

地
域
に
指
定
さ
れ
ま
し
た

　

業
者
や
愛
好
家
に
よ
る
大
量
捕
獲
・
採
取
か
ら
希
少

な
野
生
動
植
物
を
守
る
た
め
、大
村
市
は
希
少
な
野
生

動
物
・
植
物
の
捕
獲
・
採
取
な
ど
が
禁
止
さ
れ
る
地
域

に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

●
内
容
／
４
月
１
日
か
ら
、大
村
市
を
は
じ
め
東
彼
杵

　

町
・
川
棚
町
で
の
捕
獲
・
採
取
な
ど
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

●
対
象
／
ハマ
ボ
ウ
、ウ
ラ
ギ
ク
、カ
ブ
ト
ガ
ニ
、ハ
ク
セ
ン
シ

　

オ
マ
ネ
キ
、ト
ビ
ハ
ゼ
、シ
オ
ア
メ
ン
ボ
な
ど
29
種
の
野
生
動

　

植
物

※

詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

  

「
長
崎
県
自
然
環
境
課
」で
検
索

■
県
自
然
環
境
課 

☎
０
９
５（
８
９
５
）２
３
８
５

  

第
31
回
空
き
か
ん
回
収

  

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
ま
す

　

６
月
５
日
の「
環
境
の
日
」を
は
じ
め
と
す
る
６
月
は

「
環
境
月
間
」で
す
。県
下
市
町
で
一
斉
に
空
き
か
ん
回
収

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

郷
土
の
環
境
美
化
を
図
る
た
め
、皆
さ
ん
の
参
加
を
お

願
い
し
ま
す
。

○
と
き
／
６
月
12
日
㈰
、午
前
７
時
30
分
〜
８
時
30
分

　
　
　
　
（
各
町
内
で
別
日
に
設
定
し
て
も
構
い
ま
せ
ん
）

○
と
こ
ろ
／

・
馬
場
先
波
止（
馬
場
先
波
止
）

・
森
園
公
園（
森
園
公
園
駐
車
場
）

・
鹿
ノ
島
入
口（
市
漁
協
松
原
支
部
前
）

※

（　

）内
は
集
合
場
所

○
実
施
方
法
／
各
家
庭
や
各
町
内
の
子
ど
も
会
、老
人
会
、

　

老
人
ク
ラ
ブ
、婦
人
会
な
ど
で
、家
の
周
り
や
公
園
、広

　

場
、道
路
な
ど
の
清
掃
を
し
ま
し
ょ
う
。

○
安
全
対
策
／
交
通
量
の
多
い
道
路
、が
け
な
ど
の
危
険

　

な
場
所
は
避
け
ま
し
ょ
う
。ま
た
、マ
ム
シ
、ハ
チ
、ハ
ゼ
の

　

木
な
ど
有
害
な
動
植
物
に
は
充
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

■
環
境
保
全
課（
内
線
１
４
３
）

  

月
に
１
日
、ノ
ー
マ
イ
カ
ー
推

  

進
運
動
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

市
や
大
村
市
地
球
温
暖
化
対
策
協
議
会
は
、毎
月
第

４
週
を「
ノ
ー
マ
イ
カ
ー
推
進
週
間
」と
定
め
、ノ
ー
マ
イ
カ
ー

推
進
運
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。地
球
温
暖
化
防
止
の

た
め
に
も
、マ
イ
カ
ー
を
自
粛
し
通
勤
や
買
い
物
の
際
に
徒

歩
や
自
転
車
、公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
な
ど
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、ノ
ー
マ
イ
カ
ー
推
進
運
動
の
主
旨
に
賛
同
し
ご
協

力
い
た
だ
け
る
各
事
業
所
・
団
体
、個
人
は
、自
主
的
に
実

施
で
き
る
日（
曜
日
）を
定
め
参
加
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
登
録
方
法
／
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

※

登
録
し
て
い
た
だ
い
た
事
業
所
な
ど
は
、市
の
ホ
ー
ム　

　

ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。■

環
境
保
全
課（
内
線
１
４
２
）

  

精
霊
船
の
小
型
化
に
ご
協
力

　
く
だ
さ
い

　

精
霊
船
の
製
作
は
、町
内
会
長
会
連
合
会
と
の
申
し
合

わ
せ
に
よ
り
、次
の
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

○
大
き
さ
／
・
全
長
３
メ
ー
ト
ル
以
下（
み
よ
し
部
分
を
含
む
）

　
・
全
幅
２
メ
ー
ト
ル
以
下

　
・
高
さ
３
メ
ー
ト
ル
以
下（
か
つ
い
だ
と
き
）

※

全
長
が
２
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
は
、警
察
署
へ
道
路

　

使
用
許
可
申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

○
材
料
／
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
の
素
材
は
、で
き
る
限
り
使
用

し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

※

詳
し
く
は
、「
広
報
お
お
む
ら
８
月
号
」で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
環
境
保
全
課（
内
線
１
４
２
）

■
大
村
警
察
署 

☎
54
０
１
１
０

■
県
央
保
健
所 

☎
㉖
３
３
０
５

■
環
境
保
全
課（
内
線
１
４
３
）

  

ご
み
の
野
焼
き
は
法
律
で

　
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　
「
野
焼
き
」は
、「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
」で
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。「
野
焼
き
」に
よ
る
煙

や
に
お
い
は
、周
辺
の
人
々
に
大
変
な
迷
惑
と
な
り
ま
す
の

で
や
め
ま
し
ょ
う
。

■
環
境
保
全
課（
内
線
１
４
３
）

  

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェニ
ル（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）

  

廃
棄
物
を
保
管
さ
れ
て
い
る

  

事
業
者
へ

　

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェニ
ル（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）は
、主
に
電
気
製
品（
高

圧
ト
ラ
ン
ス
、高
圧
コ
ン
デ
ン
サ
、安
定
器
な
ど
）に
使
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、生
体
・
環
境
へ
の
影
響
が
明
ら
か
に
な
り
、

昭
和
47
年
に
製
造
が
中
止
さ
れ
ま
し
た
。Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物

を
処
分
し
な
い
ま
ま
保
管
し
て
い
る
事
業
者
は
、15
年
以
内

（
平
成
28
年
ま
で
）に
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
や
、毎
年
度

６
月
30
日
ま
で
に
、そ
の
保
管
状
況
な
ど
を
届
け
出
る
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　

■
県
廃
棄
物
対
策
課 

☎
０
９
５（
８
９
５
）２
３
７
３

  

台
風
・
豪
雨
な
ど
の
荒
天
時
の

  

ご
み
収
集
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

台
風
・
豪
雨
な
ど
の
荒
天
時
は
、や
む
を
得
ず
収
集
を

中
止
し
た
り
、収
集
が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。『
燃
や

せ
る
ご
み
』や『
資
源
物
・
燃
や
せ
な
い
ご
み
』の
収
集
日
が

荒
天
の
場
合
は
、周
知
が
徹
底
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、な
る
べ
く
次
回
の
収
集
日
に
ご
み
を
出
し
て
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

■
環
境
セ
ン
タ
ー 

☎
54
３
１
０
０

広報おおむら 2011 年６月号17


